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Ⅰ．基本的な考え方Ⅰ．基本的な考え方Ⅰ．基本的な考え方Ⅰ．基本的な考え方    

 

１．これまでの取組み１．これまでの取組み１．これまでの取組み１．これまでの取組み        
 
平川市は、平成１８年１月１日に平賀町、尾上町、碇ヶ関村の３町村が合併し、

新市として新たなスタートを切りました。 

この合併を契機に、人口の減少と高齢化の進行による市税等の落ち込みや地

方交付税の削減等による収入の減少、社会保障関係費等の増加などの課題に対

応すべく、それぞれの町村で策定していた行政改革大綱を基本とし、平成１９年

３月に「第１次平川市行政改革大綱」を策定しました。 

第１次行政改革大綱では、人件費など固定費の抑制を図る「量の改革」を主な

目的とし、事務事業の再編整理を進めながら職員数の削減を行うなど、効率的な

行政運営に一定の成果を上げることができました。しかし、地方分権の一層の進

展や、少子高齢化の急激な進行など、当市を取り巻く状況が厳しさを増す中で、

多様化・複雑化する市民ニーズに対応していくため、「質の改革」が求められ、

平成２３年８月に「第２次平川市行政改革大綱」を策定しました。 

第２次平川市行政改革大綱では、第１次行政改革大綱の取組みに加え、「市民

が主役のまちづくり」と「市民から信頼される行政」を市政運営の基本姿勢と位

置づけ、市民が主体的に行政運営に参画できる機会の確保、多様な行政課題に対

応できる職員の育成等を行い、市民に最も身近な自治体として市民の利便性が

向上する質の高い行政サービスを提供することを目指し、取組みを進めてきま

した。 

これらの取組みの開始から１０年が経過しましたが、今後も将来にわたって

安定した行政サービスを提供していくためには、より一層効率的な行政運営を

目指し、引き続き行政改革に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政改革の取組【行政改革の取組【行政改革の取組【行政改革の取組みみみみ結果】結果】結果】結果】    

 第１次行政改革第１次行政改革第１次行政改革第１次行政改革（（（（H18H18H18H18年度～年度～年度～年度～H22H22H22H22年度）年度）年度）年度）        

（財政効果額）３，０４１，６３１千円 

（主な取組み項目）職員削減９６人 指定管理の導入８９施設  

          公債費負担の軽減（繰上償還、利下げ） 

 第２次行政改革第２次行政改革第２次行政改革第２次行政改革（（（（H23H23H23H23年度～年度～年度～年度～H27H27H27H27年度）年度）年度）年度）        

（財政効果額）１，７９４，５２２千円 

（主な取組み項目）窓口サービスの向上 職員研修の充実 

民間委託等の推進（市有バス運転業務等） 職員削減２２人  
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２．２．２．２．行政改革大綱策定の背景行政改革大綱策定の背景行政改革大綱策定の背景行政改革大綱策定の背景        
    

（１）（１）（１）（１）加速する加速する加速する加速する人口減少人口減少人口減少人口減少    

全国的に人口減少や少子高齢化が問題化している中、本市も例外ではありま

せん。平成２７年度国勢調査における本市の人口は３２，１０６人で、国立社会

保障・人口問題研究所の推計によると平成５２年にはおよそ２２，６００人とな

る見通しで、さらにそのまま推移すると平成７２年には総人口が１５，５００人

まで減少し、人口構成割合は年少人口が７．５％まで低下、生産年齢人口が４８．

５％まで低下、そして老年人口が４４．０％まで上昇するとされています。 

このような状況の中、本市では未来を変える第一歩として、住みたい、暮らし

続けたいと思える平川市を創るために、「平川市総合戦略」を策定し、人口減少

と地域経済縮小を克服するための実効性のある取組みを進めているところです。 

    

（２）（２）（２）（２）地方分権の地方分権の地方分権の地方分権の進展進展進展進展    

人口減少が急激に進む中、個性を発揮して地域間競争に勝ち抜いていくため

には、市民、町会、ＮＰＯ法人や企業など地域の多様な主体と協力して地域のこ

とは地域で解決し、責任を持ちながら地域の課題に積極的に取り組んでいかな

ければなりません。 

このような地方分権の流れが加速する中で、国・県からの事務・権限の移譲が

推進され、市が担う業務は今後さらに増加していくと考えられます。 

    

（３）（３）（３）（３）複雑化・多様化する市民ニーズ複雑化・多様化する市民ニーズ複雑化・多様化する市民ニーズ複雑化・多様化する市民ニーズ    

社会が成熟し、経済的豊かさから心の豊かさが求められるようになった今日、

行政サービスに対する市民ニーズは、複雑化・高度化してきており、行政だけで

は解決が難しいものが出てきました。 

活力ある地域社会の実現には、地域の多様な担い手が様々な場面で協働し、そ

れぞれが長所を発揮し補い合い責任をもって社会全体で公共を支える取組みを

進めていくことが求められています。     

    

（４）（４）（４）（４）将来への備えを要する財政状況将来への備えを要する財政状況将来への備えを要する財政状況将来への備えを要する財政状況    

本市の差し迫った課題として、普通交付税の合併算定替の終了に伴う歳入の

大幅な減額が挙げられます。平成２８年度から段階的に縮減され、平成３３年度

からは本来の算定方法となり、合併算定替の終了による影響額は、平成２７年度

と比べて約６億４千万円減額すると推計されます。 

歳入の大幅な増加が見込めない中で、社会保障関係費の増大や教育関連施設

の整備などの課題に弾力的に対応していくため、財政基盤の強化に取組み、次世

代に負担を残さない持続可能な行政運営の推進を目指していくことが必要です。 
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３．３．３．３．基本方針基本方針基本方針基本方針        
    
これからの行政運営に当たっては、限られた財源、人員で、より迅速で効果的・

効率的なサービスを持続的かつ安定的に提供できる体制を構築していくことが

必要です。 

本大綱では、これを踏まえて、「持続可能な行政運営の推進」を基本目標に掲

げ、「市民の参画と協働の推進」「市民が満足する質の高い行政サービスの提供」

「効率的な組織・機構の構築」「健全な財政運営の推進」「民間活力の活用」の５

つの実施方針に沿って行政改革を推進していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な行政運営の推進 

第第第第３３３３次次次次    平川市行政改革大綱平川市行政改革大綱平川市行政改革大綱平川市行政改革大綱    

【計画期間 平成 2８年度～平成３２年度までの 5 ヵ年】 

平川市平川市平川市平川市長期総合プラン基本理念の実現長期総合プラン基本理念の実現長期総合プラン基本理念の実現長期総合プラン基本理念の実現をめざしてをめざしてをめざしてをめざして 

効率的な組織・機構効率的な組織・機構効率的な組織・機構効率的な組織・機構    

のののの構築構築構築構築    
市民市民市民市民がががが満足する満足する満足する満足する質質質質の高いの高いの高いの高い    

行政サービスの提供行政サービスの提供行政サービスの提供行政サービスの提供    

健全な健全な健全な健全な財政運営の推進財政運営の推進財政運営の推進財政運営の推進    民間活力の活用民間活力の活用民間活力の活用民間活力の活用    

市民の参画と市民の参画と市民の参画と市民の参画と    

協働の推進協働の推進協働の推進協働の推進    
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４．４．４．４．行政改革大綱の推進体制行政改革大綱の推進体制行政改革大綱の推進体制行政改革大綱の推進体制        
 

本大綱を着実に推進していくため、計画（Plan）、実施（Do）、検証（Check）、

改善（Act）というサイクルのもと、成果・推進状況について、「平川市行政改革

推進本部」及び民間有識者、市民の代表からなる「平川市行政改革懇談会」に適

時報告し、さまざまな立場と観点から意見を求め、平川市長期総合プランに掲げ

る基本理念の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                 

                                                         

                      

               

                            

                                

 

    

    

    

    

５５５５．推進期間．推進期間．推進期間．推進期間及び推進方策及び推進方策及び推進方策及び推進方策        
  

行政改革大綱の推進期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５ヵ年と

します。 

具体的な取組みについては、「行政改革大綱実施計画」により推進し、成果の

評価を毎年度実施して改善につなげていきます。また、社会経済情勢や市民意識

の変化に対応する必要性が生じた場合には、計画内容の見直しを行います。 

    

平川市平川市平川市平川市    

行政改革推進本部行政改革推進本部行政改革推進本部行政改革推進本部    

本 部 長：市長 

副本部長：副市長 

本 部 員：教育長、各部長等 

行政改革懇談会行政改革懇談会行政改革懇談会行政改革懇談会    

知識経験を有する

もの１０人以内で

構成 

第３次平川市第３次平川市第３次平川市第３次平川市    

行政改革大綱行政改革大綱行政改革大綱行政改革大綱 
Plan 

計画 

Do 
実施 

Check 

検証 

Act 
改善 

市市市市    

民民民民    

情報公開 

意見 

実施 

進行管理 

報

告 

助

言 
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Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．推進項目推進項目推進項目推進項目    

 

平川市第３次行政改革大綱体系図 

 

 

 

    

持続可能な

行政運営の推進

１．市民の参画と協働の

推進

（１）市民が参画しやすい環境づくり

（２）多様な主体との協働によるまち

づくり

２．市民が満足する質の

高い行政サービスの

提供

（１）市民の立場に立った便利で利用し

やすい行政サービスの提供

（２）効果的な市政情報の発信と市民

ニーズの的確な把握

（３）ICTを活用した行政サービスの向上

３．効率的な組織・機構

の構築

（１）時代に即した効率的な組織・機構

の構築と定員の適正化

（２）人材育成の推進

４．健全な財政運営の

推進

（１）健全財政の維持

（２）市税等自主財源の確保

（３）事務事業の見直し

（４）公共施設マネジメントの推進

（５）地方公営企業の経営健全化

５．民間活力の活用

（１）民間委託等の推進

（２）指定管理者制度の効果的な運用

基本目標 実施方針 推進項目 
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１．１．１．１．市民の参画と市民の参画と市民の参画と市民の参画と協働協働協働協働の推進の推進の推進の推進        
        

    市民ニーズに即応した行政運営を行うため、市民、団体、企業など地域の多

様な主体と情報・目的を共有しながら、施策のあらゆる過程において、市民が

参画できる機会を充実し、協働によるまちづくりを推進していきます。 

 

（１）（１）（１）（１）市民が参画しやすい環境づくり市民が参画しやすい環境づくり市民が参画しやすい環境づくり市民が参画しやすい環境づくり    

パブリックコメント制度により意見を求めるほか、市民との対話を重視し

た懇談会の実施や市民と行政が双方向で情報発信が可能なＳＮＳ※１の活用

により、市民が参画しやすい環境づくりを進めます。 
 
※１ SNSは、ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略

で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。友人同士や、

同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近隣地域の住民が集まったりするなど、ある程度閉ざ

された世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケーションを可能にしている。 

最近では、会社や組織の広報としての利用も増えてきている。 

 

（２）（２）（２）（２）多様多様多様多様な主体との協働な主体との協働な主体との協働な主体との協働によるによるによるによるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

市民が主体的にまちづくりに取組み、将来にわたり住み良いまちを維持し

ていくよう、地域に直接かかわる具体的な課題などを情報共有し、行政に対

する理解と信頼を深めながら、市民、町会、ＮＰＯ法人や企業など地域の多

様な主体と役割を分担しながら協働によるまちづくりを推進します。 

    

２．２．２．２．市民市民市民市民がががが満足満足満足満足する質の高い行政サービスの提供する質の高い行政サービスの提供する質の高い行政サービスの提供する質の高い行政サービスの提供        
 
社会経済情勢の変化に伴い多様化、高度化する市民の行政ニーズを的確に把

握し、市民が満足する質の高いサービスの提供に努めます。    

 

（１）（１）（１）（１）市民の立場に立った便利で利用しやすい行政サービスの提供市民の立場に立った便利で利用しやすい行政サービスの提供市民の立場に立った便利で利用しやすい行政サービスの提供市民の立場に立った便利で利用しやすい行政サービスの提供    

市民の立場に立った便利で利用しやすい行政サービスを提供するため、

窓口業務の集約化や申請手続き等の簡素化を図るとともに、窓口において

市民が快適かつ迅速に手続きが行えるよう、職員の接遇研修等を充実し、さ

らなるサービスの向上に努めます。 

     

（（（（２２２２）効果的な市政情報の発信と市民ニーズの的確な把握）効果的な市政情報の発信と市民ニーズの的確な把握）効果的な市政情報の発信と市民ニーズの的確な把握）効果的な市政情報の発信と市民ニーズの的確な把握    

   市民が必要とする情報を広報紙・ホームページ等でわかりやすく、タイム

リーに発信及び更新し、効果的な広報に努めます。 

   また、各種アンケートを定期的に実施するなど、市民の意見や要望を行政

サービスに反映していきます。 
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（３）（３）（３）（３）ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政サービスの向上ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政サービスの向上ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政サービスの向上ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政サービスの向上    

   申請手続きの簡素化や待ち時間の短縮など、利用者の視点に立った行政 

サービスの向上に向け、情報セキュリティの確保にも十分留意しながら ICT

※2を活用し、事務処理の迅速化、ペーパーレス化などを行い業務プロセスの

効率化を図ります。 
 
※2 ICT Information and Communication Technologyの略で、情報（Information）や

通信（Communication）に関する技術の総称。 

以前は IT（Information Technology）という言葉が普及していたが、最近では ICT  

という表現が定着しつつある。 

    

３．３．３．３．効率的な効率的な効率的な効率的な組織・機構組織・機構組織・機構組織・機構の構築の構築の構築の構築        
 

人口減少社会の到来を迎え、厳しい財政事情のもと、将来にわたり持続的か

つ安定的に行政運営を行っていくためには、経常経費である人件費の削減は不

可欠です。 

このため、市が行うべき行政分野の重点化・適正化を徹底し、市民が満足す

る質の高い行政サービスを、必要最小限の行政資源で提供できるよう効率的な

組織・機構の構築を目指します。 

 

（１）時代に即した効率的な組織・機構の構築と定員の適正化（１）時代に即した効率的な組織・機構の構築と定員の適正化（１）時代に即した効率的な組織・機構の構築と定員の適正化（１）時代に即した効率的な組織・機構の構築と定員の適正化    

職員数を削減しつつも新たな行政課題や市民ニーズへ対応していくため

に、部局の統廃合、新設等を行い、市民に分かりやすく効率的な組織・機構

の構築を進めます。 

また、民間活力及びＩＣＴの活用などによる事務の効率化を通じ、本市の

規模に見合う職員数となるよう適正化を図ります。 

その一方で、新たな行政課題に迅速かつ効果的に対応できるよう、業務量

の変化などに応じて職員配置の見直しを行い、必要人員の確保に努めます。 

    

（２（２（２（２））））人材育成人材育成人材育成人材育成の推進の推進の推進の推進        

平成２８年３月に改定した「平川市人材育成基本方針」に基づき、職員の

経営能力や専門性・創造性を高める研修機会の充実に努めるとともに、多様

な能力・個性を活用できる職場環境の構築を図りながら、効果的かつ総合的

な視点で人材育成を推進します。 

また、能力・実績を重視した公正かつ客観的な「人事評価システム」の効

果的な運用により適材適所の人事配置を進め、職員の意欲・能力が十分発揮

できる体制づくりを進めます。 
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４４４４．．．．健全な財政運営の推進健全な財政運営の推進健全な財政運営の推進健全な財政運営の推進        
   

限られた財源の中で、多様化・高度化する市民からの行政ニーズに的確に対

応していくため、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を維持するとともに、

市民に必要なサービスを効果的・効率的に提供するため中長期的な財政運営計

画に取り組みます。 

   

 （１）健全財政の維持（１）健全財政の維持（１）健全財政の維持（１）健全財政の維持        

   財政運営計画に基づいて、急激な社会経済情勢の変化や高齢化の進展に

伴う社会保障費の増大など、市の財政運営への影響に柔軟に対処できるよ

う常に検証し、健全財政の維持に努めます。 

  また、発生主義・複式簿記などの企業経営手法を取り入れた地方公会計に

基づく財務状況の把握及び分析を行い、施策の評価や将来の構想へとつな

げるほか、バランスシートなどの財務諸表を市民に分かりやすく公開し、市

民と共通認識を持ちながら財政運営を進めていきます。 
   

（２（２（２（２））））市税等市税等市税等市税等自主財源の確保自主財源の確保自主財源の確保自主財源の確保    

将来にわたり市民が必要とするサービスを確実に提供していくためには、

市税等自主財源の収入確保が不可欠です。 

市税については、適正な税負担と収納率の向上を図ります。 

また、使用料、手数料などの受益者負担の適正化を図るとともに、未利用

財産の利活用やふるさと納税の推進などに取組み、自主財源の確保に努めま

す。 
    

（（（（３３３３））））事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し    

事務事業やサービス水準の徹底した見直しを行い、行政対象が質的に変化

しているにもかかわらず、従来のまま慣習的に実施しているものや、国、県

又は他団体事業と重複している事業等については、改善・縮小・廃止するな

ど行政経費の削減を図ります。 

また、市町村の境界を越えた行政需要へ対応していくため､効率的に課題

を解決できる共通した事務事業等については、近隣市町村との連携を推進し、

事務負担の低減やコストの縮減など行政運営の効率化を図ります。 

 

（（（（４４４４））））公共施設公共施設公共施設公共施設マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントの推進の推進の推進の推進    

本市は合併により約３００の公共施設を保有しております。厳しい財政状

況がこれからも続くことが見込まれる中で、すべての施設を今までと同様に

維持管理していくことは非常に困難な状況にあります。 

市民にとって必要な施設を持続的に維持していくため、「公共施設等総合

管理計画」に基づき、類似施設の統廃合や遊休施設の有効活用、施設の長寿

命化などを計画的に進めて行きます。 
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（５）地方公営企業の経営健全化（５）地方公営企業の経営健全化（５）地方公営企業の経営健全化（５）地方公営企業の経営健全化    

            水道事業及び下水道事業は、財務状況の明確化、事務事業の効率化、水道

料金及び下水道使用料の収納率向上対策、及び滞納の解消対策に積極的に

取組み、計画的に経営の健全化を図ります。 

特に、下水道事業については、さらなる加入促進を図り、下水道使用料収 

入の増加に努めます。 

また、健全な経営のもと、農業集落排水施設等の長寿命化を推進します。 

    

５５５５．．．．民間民間民間民間活力活力活力活力の活用の活用の活用の活用        
 

近年、公共的なサービスについては、行政だけでなく民間企業も参入して公

的な役割を担っている分野もあります。行政と民間それぞれの役割と責任を明

確にすることで、行政サービスを効果的・効率的に提供し、民間活力のさらな

る活用を推進します。 

 

（１）（１）（１）（１）民間委託民間委託民間委託民間委託等等等等の推進の推進の推進の推進    

市が直営で行うよりも民間に委ねた方が効果的・効率的な運営が期待でき

る業務については、サービス水準や業務内容に対する指導、助言など、行政

が担うべき責任を明確にした上で、積極的に民間移譲や民間委託を推進しま

す。 

    

（２）（２）（２）（２）指定管理者制度の効果的な運用指定管理者制度の効果的な運用指定管理者制度の効果的な運用指定管理者制度の効果的な運用        

施設の設置目的や性質を勘案しながら、指定管理とした場合の効果を検証

して積極的に指定管理者制度を導入するとともに、指定管理施設の更新にあ

たっては、その効果を充分に検証してサービスの向上と経営の健全化を図り

ます。 
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これまでの取組み内容（第１次～３次） 

 

 

 

 

第１次（平成１８年度策定） 第２次（平成２３年度策定） 第３次（素案） 

１ 行政の担うべき役割の重点化 

（１）事務事業の再編整理等 

（２）民間委託等の推進 

（３）指定管理者制度の活用 

（４）地方公営企業の経営健全化 

（５）第三セクターの抜本的な見直し 

（６）地域協働の推進 

１ 市民の参画と市民協働による 

行政運営 

（１）市民の意見が反映される体制づくり 

（２）市民との協働によるまちづくり 

１ 市民の参画と協働の推進 

（１）市民が参画しやすい環境づくり 

（２）多様な主体との協働によるまちづくり 

２ 行政ニーズへの迅速かつ的確な 

対応を可能とする組織 

（１）組織機構の見直し 

（２）PDCA サイクルの確立 

２ 市民の利便性が向上する質の高い 

行政サービスの提供 

（１）市民の立場に立った便利で利用 

しやすい行政サービスの提供 

（２）効果的な市政情報の発信と市民 

ニーズの的確な把握 

２ 市民が満足する質の高い行政サービス 

の提供 

（１）市民の立場に立った便利で利用しやすい 

 行政サービスの提供 

（２）効果的な市政情報の発信と市民ニーズの 

的確な把握 

（３）ＩＣＴを活用した行政サービスの向上 

３ 定員管理及び給与の適正化等 

（１）定員管理の適正化 

（２）給与の適正化 

（３）定員・給与等の状況の公表 

３ 人材育成及び定員管理 

（１）人材育成 

（２）定員管理の適正化 

３ 効率的な組織・機構の構築 

（１）時代に即した効率的な組織・機構の構築 

と定員の適正化 

（２）人材育成の推進 

４ 自主性・自立性の高い財政運営 

の確保 

（１）経費の節減合理化等財政の 

健全化 

（２）補助金等の整理合理化 

（３）公共工事 

４ 健全な財政運営の推進 

（１）健全財政の維持 

（２）自主財源の確保 

（３）事務事業の見直し 

（４）市有財産の有効活用 

（５）地方公営企業の経営健全化 

４ 健全な財政運営の推進 

（１）健全財政の維持 

（２）市税等自主財源の確保 

（３）事務事業の見直し 

（４）公共施設マネジメントの推進 

（５）地方公営企業の経営健全化 

５ 人材育成の推進 ５ 民間活力の活用 

（１）民間委託等の推進 

（２）指定管理者制度の効果的な運用 

５ 民間活力の活用 

（１）民間委託等の推進 

（２）指定管理者制度の効果的な運用 

６ 公正の確保と透明性の向上   

７ 電子自治体の推進   

８ 議会   
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